
証券コード 6047

平成27年８月５日

株 主 各 位
東京都港区六本木六丁目10番１号

株 式 会 社 Gun o s y
代表取締役 福島 良典

　

第３回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第３回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否のご表示をいただき、平成27年８月26日（水曜日）午後６時30

分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記
　
1. 日 時 平成27年８月27日（木曜日）午前10時 （午前９時受付開始）
2. 場 所 東京都港区六本木七丁目18番18号

住友不動産六本木通ビル
ベルサール六本木 B１ホール

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 第３期（平成26年６月１日から平成27年５月31日まで）事業報

告及び計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役２名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう

お願い申しあげます。

◎資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ

ブサイト（https://gunosy.co.jp/）に掲載させていただきます。
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(添 付 書 類)

事 業 報 告

（平成26年６月１日から
平成27年５月31日まで）

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

　当事業年度における当社をとりまく経営環境につきましては、国内におけるス

マートフォン契約数が平成27年３月末現在、6,850万件と前年同月末比で1,116万

件増加するなど、スマートフォンは急速に普及しており（株式会社MM総研調べ）、

また、平成26年の広告費は６兆1,522億円と３年連続で成長を続けております。と

りわけインターネット広告費につきましては前年比112.1％の１兆519億円と、初

めて１兆円を超え、広告費全体の成長率を超える成長となりました（株式会社電

通調べ）。

　このような状況の下、当社は、当事業年度において、「Gunosy（グノシー）」の

ユーザビリティを高めるべく、日々ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペ

リエンスの改善を行ってまいりました。また、スマートフォンに特化したアドネ

ットワークの構築・配信を開始し、収益の拡大を図ってまいりました。さらに、

「Gunosy Platform」を構築し、「Gunosy（グノシー）」上において、提携企業の各

種情報やコンテンツサービスの提供を開始し、情報キュレーションアプリとして

取り扱う情報の範囲を拡張することにより、更なるユーザーの獲得、広告収益の

増加と、新たな収益基盤の構築に取り組みました。

収益面に関しましては、Gunosy Adsに係る売上高が順調に伸長し、当事業年度

で2,918百万円を計上したことに加え、当第１四半期会計期間から開始したアドネ

ットワークに係る売上高も順調に伸長し、246百万円を計上いたしました。

費用面に関しましては、引き続きユーザーの獲得のためテレビCM等のプロモー

ション施策を積極的に展開し広告宣伝費1,968百万円を計上したほか、人材の積極

的な採用を実施したことにより人件費が増加いたしました。

　以上の結果、当事業年度における業績は、売上高3,165百万円(前事業年度比

781.6％増)、経常利益153百万円(前事業年度は経常損失1,365百万円)、当期純利

益136百万円(前事業年度は当期純損失1,393百万円)となりました。

　なお、国内累計ダウンロード（以下、「DL」という）数は当事業年度末において

977万DLとなり、前事業年度末比で625万DLの増加となりました。
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(2) 設備投資の状況

　当事業年度に実施した設備投資の総額は158,334千円であり、その主なものは、

本社事業所の移転に伴う敷金及び内装設備工事費等によるものであります。

(3) 資金調達の状況

　当事業年度において、第三者割当増資を行い、総額791,700千円の資金を調達い

たしました。

　また、東京証券取引所マザーズ市場への株式上場に伴い、公募増資による

3,500,000株の新株発行により4,894,400千円の資金を調達いたしました。

(4) 対処すべき課題

　インターネット市場は、技術進歩が非常に速く、また市場が拡大する中でサー

ビスも多様化が求められます。その中でも、当社は、情報キュレーションアプリ

の可能性に早くから注目し、普及の一端を担ってまいりましたが、インターネッ

トメディア市場は、まさに黎明期のステージにあり、そのマーケティング手法や

サービス形態が日々進化している段階であります。当社は、上記の環境を踏まえ、

以下の事項を主要な課題として認識し、事業展開を図る方針であります。

　

① サービスの差別化、競合優位性の確立

「Gunosy（グノシー）」の差別化と競合優位性の確立のためには、「Gunosy（グ

ノシー）」の機能強化及びユーザビリティの向上や知名度の向上が不可欠であり

ます。「Gunosy（グノシー）」の機能強化及びユーザビリティの向上につきまし

ては、当社が持つ技術力及びデザイン力を活かして、順次サービス改善を行っ

ていく方針であります。知名度の向上につきましては、費用対効果を検討した

上での積極的な広告・広報活動を推進することにより、ブランド力、認知度を

向上させる方針であります。

　なお、当社は、平成26年12月に「Gunosy Platform」を構築し、「Gunosy（グ

ノシー）」上において、提携企業の各種情報やコンテンツサービスの提供を開始

いたしました。情報キュレーションアプリとして取り扱う情報の範囲を広げ、

「Gunosy（グノシー）」を通じ商品やサービスの予約・購買まで一貫して行える

仕組みを提供すること等により、より広く一般ユーザーの利用を促進すること

で、ユーザー数の拡大を図ってまいります。サービスラインナップを順次拡充

し、スマートフォンにおけるプラットフォームとしての地位を確立してまいり

ます。
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② 開発体制の構築

　インターネット業界における技術革新のスピードは非常に速く、当社の属す

る情報キュレーションアプリの業界においても、新たなサービスや競合他社が

続々と現れております。このような中、他社とのサービスの差別化、競合優位

性の確立のためには迅速な開発体制の構築が不可欠であります。

　このような認識の下、当社では、最先端の技術動向の把握と技術力の向上の

ための勉強会等を開催し、また、定期的に社外のエンジニアも参加する勉強会

を開催し、引き続き優秀なエンジニアの採用を図ってまいります。

③ 営業力の強化

　当社は小規模組織であることから営業部門も少数精鋭の体制で運営しており

ます。営業部門は、「Gunosy（グノシー）」の運営により蓄積されたノウハウを

活かした提案及び企画により、営業活動を推進しておりますが、事業規模拡大

に伴い、受注の獲得機会が増加することが予想されることから、営業力の強化、

営業人員の早期育成に注力する方針であります。具体的には、教育研修制度の

充実、営業ツールやマニュアル等の整備、外部ノウハウの活用、また、既存営

業人員の育成と同時に、即戦力となる営業人員の採用を行い、営業力の強化を

図ってまいります。

④ 内部管理体制の強化について

　当社は社歴が浅く、内部管理体制も小規模なものとなっております。一方、

当社の事業の急速な成長に伴い、求められる機能の範囲が急速に拡大し、また

高い専門性も求められております。

　このような中、当社は、財務や人事等、それぞれの分野においてコア人材と

なり得る高い専門性や豊富な経験を有している人材を採用していく方針であり

ます。
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(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分
平成25年５月期

第１期
平成26年５月期

第２期

平成27年５月期
第３期

（当事業年度）

売 上 高 417 千円 359,051 千円 3,165,434 千円

経常利益又は経常損失(△) △45,131 千円 △1,365,603 千円 153,738 千円

当期純利益又は当期純損失(△) △45,221 千円 △1,393,673 千円 136,503 千円

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△) △6.80 円 △93.37 円 7.31 円

総 資 産 50,406 千円 689,741 千円 6,870,944 千円

純 資 産 42,358 千円 608,185 千円 6,430,788 千円

１株当たり純資産額 3.45 円 △78.75 円 293.94 円

　

(注) １．記載金額（１株当たり当期純利益又は当期純損失及び１株当たり純資産額は除く）は、千
円未満を切り捨てて記載しております。

２．当社は、平成24年11月14日設立のため、第１期は平成24年11月14日から平成25年５月31日
までの６ヶ月と17日となっております。

３．当社は、平成26年４月９日付で株式１株につき100株の割合で、平成26年12月29日付で株式
１株につき100株の割合で株式分割を行っております。１株当たり当期純利益又は当期純損
失及び１株当たり純資産額は、当該株式分割が第１期の期首に行われたものと仮定して算
定しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

　該当事項はありません。
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(7) 主要な事業内容

事業区分 事業内容

メディア事業 情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営

(8) 主要な営業所

　本社：東京都港区六本木六丁目10番１号

(注) 当社は、平成26年12月１日付で本店所在地を「東京都港区芝三丁目２番18号」から移転し
ております。

(9) 従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

64名（10名） 45名増 31.1歳 0.8年
　

(注) １．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）
であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む）は、最近１年
間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

２．従業員数が最近１年間において45名増加したのは、業容の拡大に伴い期中採用が増加した
ことによるものであります。

(10) 主要な借入先

　該当事項はありません。

　なお、当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契

約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行

残高は以下のとおりであります。

当座貸越契約の総額 700,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 700,000千円
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 70,000,000株

(2) 発行済株式の総数 21,878,000株

(3) 株主数 11,178名

(4) 大株主(上位10名)
　

株主名 持株数 持株比率

木村 新司 6,520,000 株 29.80 ％

KDDI株式会社 3,550,000 16.22

ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合 2,130,000 9.73

B Dash Fund２号投資事業有限責任組合 478,000 2.18

福島 良典 400,000 1.82

吉田 宏司 400,000 1.82

関 喜史 400,000 1.82

B Dash Fund１号投資事業有限責任組合 400,000 1.82

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E) BD 352,738 1.61

BNYM SA/NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT
MPCS JAPAN

285,381 1.30
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 取締役が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
　

第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

付 与 決 議 日 平成25年４月19日 平成25年11月15日 平成25年12月６日 平成26年４月21日

保 有 者 数
取締役３名

（社外取締役を除く）
取締役２名

（社外取締役を除く）
取締役１名

（社外取締役を除く）
取締役２名

（社外取締役を除く）

新株予約権の数 45個 ８個 10個 2,500個

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 450,000株 80,000株 100,000株 250,000株

発 行 価 額 無償 無償 無償 無償

行 使 価 額 8円 200円 200円 480円

行 使 期 間
自 平成27年４月20日
至 平成35年４月19日

自 平成27年11月16日
至 平成35年11月15日

自 平成27年12月７日
至 平成35年12月６日

自 平成28年４月22日
至 平成36年４月21日

新株予約権の
主な行使条件

（１）行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株

予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ

た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた

場合はこの限りではない。

②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。

③権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権

利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、１株未満の部分について

はこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てに

ついて金銭による調整は行わない。

（２）相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した

場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

（３）その他の条件

当社と本新株予約権者との間で締結されている「新株予約権割当契約書」に定める

ところによる。
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(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状

況
　

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

付 与 決 議 日 平成26年８月13日 平成26年10月30日

交 付 者 数 当社使用人11名 当社使用人１名

新株予約権の数 750個 550個

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 75,000株 55,000株

発 行 価 額 無償 無償

行 使 価 額 650円 650円

行 使 期 間
自 平成28年８月14日
至 平成36年８月13日

自 平成28年10月31日
至 平成36年10月30日

新株予約権の
主な行使条件

（１）行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株
予約権又は権利者について新株予約権の要項に定め
る取得事由が発生していないことを条件とし、取得
事由が生じた本新株予約権の行使は認められないも
のとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこ
の限りではない。
②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うも
のとし各新株予約権の一部の行使は認められないも
のとする。
③権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した
場合に、当該行使により当該権利者に対して交付さ
れる株式数は整数でなければならず、１株未満の部
分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられ
ないものとする。かかる端数の切り捨てについて金
銭による調整は行わない。
（２）相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していること
を条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権
は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるも
のとする。
（３）その他の条件
当社と本新株予約権者との間で締結されている「新
株予約権割当契約書」に定めるところによる。
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等
　

氏 名 地位 担当 重要な兼職の状況

福島 良典 代表取締役 ― ―

竹谷 祐哉 取 締 役 マーケティング本部担当 ―

伊藤 光茂 取 締 役 コーポレート本部担当 ―

石橋 雅和 取 締 役 開発本部担当 ―

勝木 朋彦 取 締 役 ― KDDI株式会社従業員

青木 修 常勤監査役 ― ―

新井 努 監 査 役 ―
新井公認会計士事務所所長
株式会社サイト代表取締役

清水 健次 監 査 役 ― 武市法律事務所弁護士
　

(注) １．取締役勝木朋彦氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役青木修氏、新井努氏及び清水健次氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で

あり、当社は社外監査役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出ております。

３．監査役新井努氏及び清水健次氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有するものであります。

(2) 当事業年度中の取締役及び監査役の異動

① 就任

氏 名 地位 担当 重要な兼職の状況 就任日

勝木 朋彦 社外取締役 ― KDDI株式会社従業員 平成26年12月26日

(注) 社外取締役勝木朋彦氏は、当社の大株主であるKDDI株式会社の従業員であります。

② 退任

氏 名
退任時の

会社における地位
退任時の担当及び
重要な兼職の状況

退任事由 退任日

木村 新司 代表取締役 ― 任期満了 平成26年８月28日

森岡 康一 社外取締役 KDDI株式会社従業員 任期満了 平成26年12月26日

(注) 社外取締役森岡康一氏は、当社の大株主であるKDDI株式会社の従業員であります。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

取締役５名 45,650千円（うち社外 ０名 ― 千円）

監査役３名 6,360千円（うち社外 ３名 6,360千円）

(注) 上記員数には、平成26年８月28日開催の第２回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締
役１名を含んでおります。
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(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

　社外取締役勝木朋彦氏の兼職先であるKDDI株式会社は当社の大株主でありま

す。その他、当社と社外役員の重要な兼職先との間に特別の関係はありません。

② 社外役員の主な活動状況
　

区分 氏名 主な活動状況

社外取締役 森岡 康一
平成26年12月26日に退任するまでに開催された取締役会11回全
てに出席し、インターネットメディア事業に関する知識・見地
から、発言を行っております。

社外取締役 勝木 朋彦
就任後開催された取締役会８回全てに出席し、インターネット
メディア事業に関する知識・見地から、発言を行っております。

社外監査役 青木 修
当事業年度に開催された取締役会19回全て、監査役会15回全て
に出席し、事業会社の事業推進・経営を通じて培った知識・見
地から、発言を行っております。

社外監査役 新井 努
当事業年度に開催された取締役会19回全て、監査役会15回全て
に出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、当社の会
計、財務及び税務に係る事項に関する発言を行っております。

社外監査役 清水 健次

当事業年度に開催された取締役会19回全て、監査役会15回全て
に出席し、主に弁護士及び公認会計士としての専門的見地から、
当社の法律に係る事項、コーポレート・ガバナンス、コンプラ
イアンスに関する発言を行っております。

③ 社外役員の責任限定契約の概要

　当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定された最低責任

限度額としております。

　なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の

原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない場合に限られます。
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5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

　新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 13,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 14,000千円

(注) １．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれら
の合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根
拠等を確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第１項の同
意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項以外の業務であるコン

フォートレター作成業務等について対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案

の内容を決定いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当す

ると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお

いて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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6. 会社の体制及び方針

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体

制」について、その基本方針を取締役会において決議しております。当該基本方

針の概要は、下記のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

(イ)当社は、取締役及びその他の使用人の行動基準である「Gunosy way」及び

コンプライアンス規程その他の各種規程を整備し、コンプライアンス体制の

構築を推進する。また、社会の変化、事業活動の変化等に応じて各種規程の

見直しと改定を行い、その実効性を確保する。

(ロ)取締役会は法令及び定款その他の各種規程に基づく適法性及び経営判断に

基づく妥当性を満たすよう業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督を行

う。

(ハ)監査役は、法令に定める権限を行使し、取締役の職務執行を監査する。

(ニ)当社は、代表取締役が直轄する内部監査室を設置し、当該部署で毎月定期

的に内部監査を実施するとともに、その結果を代表取締役及び監査役会に報

告する。

(ホ)当社は、コーポレート本部担当取締役をコンプライアンスの責任者として

任命する。当該責任者は、当社の横断的なコンプライアンス体制の整備及び

問題点の解決に努めるものとする。

(へ)当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内

報告体制として、内部通報制度を設置し、問題の早期発見・未然防止を図る

ものとする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に関する以下の文書については、文書管理規程に基づきそ

の意思決定プロセス及び業務執行プロセスを証跡として残し、その保存媒体に

応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、随時閲覧

可能な状態を維持できるように体制を整備する。

・株主総会議事録及び関連資料

・取締役会議事録及び関連書類

・その他重要な会議の議事録及び関連書類
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(イ)当社は、当社に直接又は間接に経済的損失をもたらす可能性、事業の継続

を中断又は停止させる可能性、若しくは当社の信用を毀損し、ブランドイメ

ージを失墜させる可能性のあるリスクを排除又は軽減するように努めるもの

とする。

(ロ)不測の事態が発生した場合には、対策本部を設置し、必要に応じて、弁護

士、公認会計士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行

い、損害の拡大を防止し又は最小限にとどめるものとする。

(ハ)内部監査の実施により、リスクの早期発見、早期解決を図る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　業務執行における責任体制を確立し、業務を円滑かつ効率的に行わせるため、

組織、職務分掌、職務権限等に関する社内規程を整備し、遵守する。

⑤ 会社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

　該当する子会社が設立される場合には、親子会社間の緊密な意思疎通や連携

により、グループ全体のコンプライアンス体制の整備を図り、コーポレート・

ガバナンスが機能するよう業務の適正化を図るものとする。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

　監査役会が求めた場合には、代表取締役は監査役の職務を補助すべき使用人

を速やかに設置するものとする。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　前号の使用人は、監査役より補助の要請を受けた場合、その要請に関して取

締役及びその他の使用人等の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用

人の任命、人事異動、懲戒及び人事評価については常勤監査役の同意を必要と

する。
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⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

(イ)取締役会規程に基づいた決議事項は適切に取締役会に付議されるほか、監

査役は、取締役会決議事項以外の重要な事項についても、取締役会等におい

て、その内容を確認できるものとする。

(ロ)前記の会議に付議されない重要な稟議書や報告書類等について、監査役は

閲覧し、必要に応じて内容の説明を求めることができるものとする。

(ハ)取締役及び使用人は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社

に著しく損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、監査役に報告する

ものとする。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、取締役、使用人及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を

開催するものとする。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、金融商品取引法に定める財務計算に関する書類その他の情報の適正

性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を定め、代表取締役の

指示の下、財務報告に係る内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正

に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、その適合性を確

保する。

⑪ 反社会的勢力の排除に向けた体制

(イ)当社は、市民の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、一切の関

係を持たず、不当な要求や取引に応じたりすることがないよう、毅然とした

姿勢で組織的な対応をとる。

(ロ)コーポレート本部を反社会的勢力対応部署として「反社会的勢力対策規程」

を定め、組織的に対処できる体制を構築する。

(注) 上記には当事業年度中の体制を記載しておりますが、「会社法の一部を改正する法律」（平成26
年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）
が平成27年５月１日に施行されたことに伴い、平成27年６月12日開催の当社取締役会の決議に
より内容を一部改定しております。なお、改定内容は、当社の業務の適正を確保するための体
制及び監査に関する体制について当社の現状に即した見直し及び法令の改正に合わせて具体的
かつ明確な表現への変更を行ったものであります。
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(2) 体制の運用状況の概要

　当事業年度における上記体制の運用状況の概要は、下記のとおりであります。

　

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに効率的に行われる

ことの確保

　取締役会については、定例取締役会を12回、臨時取締役会を７回開催し、法

令及び定款その他の各種規程に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満

たすよう業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督を行いました。

　

② リスク管理体制

　内部監査室にて内部監査計画を定め、内部監査を実施し（12回）、その結果を

代表取締役及び監査役に報告（12回）いたしました。

　

③ コンプライアンス体制

　法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制と

して、内部通報制度を導入いたしました。

　

④ 監査役の監査が実効的に行われることの確保

　監査役は、取締役、内部監査室担当者その他の使用人及び会計監査人とそれ

ぞれ定期的に意見交換を行いました。

　

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。

　

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており

ます。しかしながら、当社が創業後間もないことから、財務体質の強化に加えて

事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業の効率化と事業拡大のための投

資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えておりま

す。このことから、創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は

内部留保の充実を図る方針であります。

　当該方針に基づき、当事業年度は無配といたしました。将来的には、収益力の

強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く経

営環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する

方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等につき

ましては未定であります。

　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

― 16 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年07月24日 18時11分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



貸 借 対 照 表
(平成27年５月31日現在)

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 6,701,738 流 動 負 債 440,155

現 金 及 び 預 金 6,311,587 買 掛 金 60,962

売 掛 金 348,012 未 払 金 188,936

前 払 費 用 42,089 未 払 費 用 78,044

そ の 他 49 未 払 法 人 税 等 33,586

前 受 金 14,884

固 定 資 産 169,206 預 り 金 7,203

有 形 固 定 資 産 43,967 そ の 他 56,536

建 物 37,711 負 債 合 計 440,155

工具、器具及び備品 6,256 (純 資 産 の 部)

無 形 固 定 資 産 4,154 株 主 資 本 6,430,788

ソ フ ト ウ エ ア 2,357 資 本 金 3,866,665

商 標 権 1,375 資 本 剰 余 金 3,866,515

そ の 他 421 資 本 準 備 金 3,866,515

投資その他の資産 121,084 利 益 剰 余 金 △1,302,391

投 資 有 価 証 券 9,600 その他利益剰余金 △1,302,391

敷 金 111,184 繰 越 利 益 剰 余 金 △1,302,391

そ の 他 300 純 資 産 合 計 6,430,788

資 産 合 計 6,870,944 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,870,944
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損 益 計 算 書

（平成26年６月１日から
平成27年５月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 3,165,434

売 上 原 価 491,961

売 上 総 利 益 2,673,472

販売費及び一般管理費 2,483,282

営 業 利 益 190,190

営 業 外 収 益

受 取 利 息 246

還 付 加 算 金 118

物 品 売 却 益 134

そ の 他 438 937

営 業 外 費 用

支 払 利 息 132

株 式 交 付 費 19,901

株 式 公 開 費 用 15,597

為 替 差 損 1,758 37,389

経 常 利 益 153,738

税 引 前 当 期 純 利 益 153,738

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 17,235 17,235

当 期 純 利 益 136,503
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株主資本等変動計算書

（平成26年６月１日から
平成27年５月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計

平成26年６月１日残高 1,023,615 1,023,465 1,023,465

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 2,843,050 2,843,050 2,843,050

当 期 純 利 益

事業年度中の変動額合計 2,843,050 2,843,050 2,843,050

平成27年５月31日残高 3,866,665 3,866,515 3,866,515

（単位：千円）

株 主 資 本

純 資 産 合 計
利 益 剰 余 金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成26年６月１日残高 △1,438,894 △1,438,894 608,185 608,185

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 5,686,100 5,686,100

当 期 純 利 益 136,503 136,503 136,503 136,503

事業年度中の変動額合計 136,503 136,503 5,822,603 5,822,603

平成27年５月31日残高 △1,302,391 △1,302,391 6,430,788 6,430,788
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの …………………移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …………………定率法

ただし、建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ４～８年

無形固定資産 …………………定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用

可能期間(５年)に基づいております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 …………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。

なお、当事業年度においては、貸倒実績がなく、また貸倒懸

念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の処理方法 …………………株式交付費については、支出時に全額費用として処理してお

ります。
消費税等の処理方法 …………………消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,554千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引（営業費用） 1,419千円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 21,878,000株

2. 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　該当事項はありません。
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4. 当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の

　 目的となる株式の数

普通株式 1,150,000株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

繰延税金資産

未払事業税 5,807千円

未払費用 25,964千円

減価償却超過額 2,844千円

繰越欠損金 391,571千円

その他 202千円

繰延税金資産小計 426,391千円

評価性引当額 △426,391千円

繰延税金資産合計 ― 千円
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金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社は、資金計画に基づき、必要な資金は主に自己資金で賄っております。資金運用においては

短期的な預金等に限定し、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、非上場の株式

であり、発行体の信用リスクに晒されております。敷金は、建物賃貸借契約に係るものであり、差

入先の信用リスクに晒されております。

　営業債務である未払金及び未払費用は一年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

　①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、社内規程に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引相手先ごとに財務状況等の悪

化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、

手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。

貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）
（１）現金及び預金 6,311,587 6,311,587 ―

（２）売掛金 348,012 348,012 ―

資産計 6,659,599 6,659,599 ―

（１）未払金 188,936 188,936 ―

（２）未払費用 78,044 78,044 ―

負債計 266,980 266,980 ―

（注）１.金融商品の時価の算定方法

資産

（１）現金及び預金、（２）売掛金

　これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

負債

（１）未払金、（２）未払費用

　これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。
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　 ２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
貸借対照表計上額

（千円）
非上場株式 9,600

敷金 111,184

　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、上記の表には含めておりません。また、敷金については、残存期間を特定できず、時価を

把握することが極めて困難と認められることから、上記の表には含めておりません。

関連当事者との取引に関する注記

種 類 会社等の名称
議決権等の所有

（被所有）割合（%）

関連当事者

と の 関 係
取引の内容

取引金額

（千円）
科 目

期末残高

（千円）
主要株主

（法人）
KDDI株式会社

（被所有）

14.5

資 本 提 携

役員の派遣
第三者割当増資 682,500 ― ―

（注）１.上記の金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておりません。

　 ２.取引条件及び取引条件の決定方針等

第三者割当増資は、当社が行った増資を１株65,000円で引き受けたものであります。発行

価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）を基に総合的に勘案して算定

された価格であります。

　 ３.上記の種類、議決権等の所有（被所有）割合は、取引時点のものを記載しております。

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額

293円94銭

2. １株当たり当期純利益

７円31銭

（注）当社は、平成26年12月29日付で株式１株につき100株の割合での株式分割を行っております。

当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当

期純利益を算定しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書

平成27年７月14日

株式会社Gunosy
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大田原 吉 隆 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 長 南 伸 明 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社Gunosyの平成26
年６月１日から平成27年５月31日までの第３期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。
　
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年６月１日から平成27年５月31日までの第３期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見
として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議
に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告
に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしま
した。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監査すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する取締役の職務の執行及び当該システムの運用状況についても、指摘すべ
き事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年７月14日

株式会社Gunosy 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 青 木 修 ㊞
社外監査役 新 井 努 ㊞
社外監査役 清 水 健 次 ㊞

　

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

　第１号議案 定款一部変更の件

　１．提案の理由

　「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、業務執行を行わない取締

役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適

切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分発揮できるようにするため、定款の一部変更を行

うものであります。なお、現行定款第30条第２項の変更に関しましては、監査役全員の同意を得てお

ります。

　

　２．変更の内容

　 変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現行定款 変更案

（取締役の責任免除）

第30条 （省略）

（取締役の責任免除）

第30条 （現行どおり）
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ

り、社外取締役との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。但し、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が規定する最低

責任限度額とする。

2 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ

り、取締役（業務執行取締役等であるもの

を除く。）との間に、任務を怠ったことに

よる損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。但し、当該契約に基づく

責任の限度額は、法令が規定する最低責任

限度額とする。
（監査役の責任免除）

第40条 （省略）

（監査役の責任免除）

第40条 （現行どおり）
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ

り、社外監査役との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。但し、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が規定する最低

責任限度額とする。

2 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ

り、監査役との間に、任務を怠ったことに

よる損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。但し、当該契約に基づく

責任の限度額は、法令が規定する最低責任

限度額とする。
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　第２号議案 取締役２名選任の件

　当社のコーポレートガバナンスを強化することを目的として、新たに取締役２名の選任をお願いい

たしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の株式の数

１
松元
まつもと

　崇
たかし

（昭和27年11月25日生）

昭和51年４月

平成７年６月

平成12年７月

平成13年７月

平成15年７月

平成16年７月

平成19年７月

平成21年７月

平成24年１月

平成26年７月

平成27年６月

大蔵省 入省

大蔵省主計局調査課長

大蔵省主計局法規課長

財務省主計局総務課長

財務省大臣官房参事官兼大臣官

房審議官

財務省主計局次長

内閣府政策統括官（経済社会シ

ステム担当）

内閣府大臣官房長

内閣府事務次官

株式会社第一生命経済研究所顧

問（現任）

株式会社イノテック社外取締役

（現任）

三菱マテリアル株式会社社外取

締役（現任）

―

（重要な兼職の状況）

株式会社第一生命経済研究所顧問

株式会社イノテック社外取締役

三菱マテリアル株式会社社外取締役

２
柳
やなぎ

原　克哉
はら かつ や

（昭和43年５月14日生）

平成７年４月

平成18年４月

平成19年12月

検事 任官

弁護士登録

弁護士法人第一法律事務所 入

所（現任）
―

（重要な兼職の状況）

弁護士法人第一法律事務所弁護士
(注) １．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．松元崇氏及び柳原克哉氏は、社外取締役候補者であります。

３．松元崇氏は、財務省及び内閣府における豊富な実務経験と、経済・財政に関する幅広い見

識を有していることから、取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものでありま

す。同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に携わったこ

とはありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判

断しております。また、柳原克哉氏は、検事及び弁護士としての専門的な知識及び豊富な

実務経験を有していることから、取締役に適任であると判断し、選任をお願いするもので

あります。同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に携わ

ったことはありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるも

のと判断しております。
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４．松元崇氏及び柳原克哉氏が取締役に選任された場合には、当社は両氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定であります。

５．松元崇氏及び柳原克哉氏が取締役に選任された場合には、両氏との間で、会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定で

あります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定された最

低責任限度額とする予定であります。

　

　なお、会社法施行規則第74条に定める取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきまして

は、上記の他に特記すべき事項はありません。
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　第３号議案 監査役１名選任の件

　当社の監査体制を強化することを目的として、新たに監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じ

ます。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の株式の数

柏
かしわ

木
ぎ

　登
のぼる

（昭和28年４月３日生）

昭和52年４月

平成16年７月

平成17年７月

平成20年６月

平成24年６月

平成25年６月

平成27年６月

日本テレビ放送網株式会社 入社

同社編成制作本部情報センター長

同社事業局長

中京テレビ放送株式会社取締役制作局長

同社常務取締役編成局長

株式会社バップ代表取締役社長執行役員

一般社団法人日本レコード協会理事

一般社団法人日本映像ソフト協会理事

株式会社BS日本常勤監査役（現任）

―

（重要な兼職の状況）

株式会社BS日本常勤監査役
(注) １．監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．柏木登氏は、社外監査役候補者であります。

３．同氏は、放送メディア業界及び事業会社における豊富な実務経験と経営経験を有している

ことから、監査役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

４．同氏が監査役に選任された場合には、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定であります。

５．同氏が監査役に選任された場合には、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定された最低責任限度額とす

る予定であります。

　

　なお、会社法施行規則第76条に定める監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきまして

は、上記の他に特記すべき事項はありません。
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　第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の監査

役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　本選任の効力は、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任

の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の株式の数

室井　智有
むろ い ともあり

（昭和41年11月26日生）

平成３年11月

平成６年９月

平成６年10月

平成９年１月

平成12年４月

平成13年４月

平成16年７月

平成16年11月

平成18年４月

平成21年12月

平成25年３月

平成27年７月

監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現

新日本有限責任監査法人） 入所

公認会計士登録

株式会社立地評価研究所 入社

日本合同ファイナンス株式会社（現 株式

会社ジャフコ） 入社

株式会社日本テクノロジーベンチャーパ

ートナーズ 入社

株式会社日本総合研究所 入社

株式会社アイレップ監査役

同社取締役経営企画室長

同社取締役管理本部長

同社常務取締役管理本部長

株式会社ジャパンインベストメントアド

バイザー取締役

当社 入社 経営管理部長（現任）

1,000株

（重要な兼職の状況）

―
(注) １．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．同氏は、公認会計士としての専門的な知識及び豊富な実務経験を有していることから、補

欠の監査役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

３．同氏が監査役に就任した場合には、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件と

して、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度

額は、同法第425条第１項に規定された最低責任限度額とする予定であります。

　

　なお、会社法施行規則第76条に定める監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきまして

は、上記の他に特記すべき事項はありません。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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ファミリーマート

セブン
イレブン

六本木駅

六本木駅六本木駅

みずほ

東京ミッドタウン

２番
出口

４b
出口

明治屋

ファミリー
マート

六本木駅前局

三井住友

首都高速

三菱東京ＵＦＪ

六本木

六本木６

麻布警察署

メトロハット

日比谷線

六本木ヒルズ

　　 六本木ヒルズ局

セブンイレブン

国立新美術館

政策研究
大学院大学

六本木トンネル

ベルサール六本木
（住友不動産六本木通ビル）

大
江
戸
線

株主総会会場ご案内図

東京都港区六本木七丁目18番18号

住友不動産六本木通ビル

ベルサール六本木

TEL：03-3479-1621

●地下鉄

　東京メトロ日比谷線「六本木」駅２番出口 徒歩約２分

　都営大江戸線「六本木」駅４ｂ出口 徒歩約４分

(お願い)

会場には駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
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